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議案第８５号 

 

城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部改正について 

 

城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定めたいので、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１２月１７日提出 

   (2025年 ) 

 

城陽市長 村  田  正  明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年城陽市条例第４号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

現       行 改   正   後 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（

退職し、又は死亡した者にあつては、退職し、

又は死亡した日現在）においてその者が受ける

べき議員報酬月額及びその議員報酬月額に１０

０分の１５を乗じて得た額の合計額に、１００

分の１７２．５を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（

退職し、又は死亡した者にあつては、退職し、

又は死亡した日現在）においてその者が受ける

べき議員報酬月額及びその議員報酬月額に１０

０分の１５を乗じて得た額の合計額に、１００

分の１７７．５を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 

第２条 城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

現       行 改   正   後 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（

退職し、又は死亡した者にあつては、退職し、

又は死亡した日現在）においてその者が受ける

べき議員報酬月額及びその議員報酬月額に１０

０分の１５を乗じて得た額の合計額に、１００

分の１７７．５を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（

退職し、又は死亡した者にあつては、退職し、

又は死亡した日現在）においてその者が受ける

べき議員報酬月額及びその議員報酬月額に１０

０分の１５を乗じて得た額の合計額に、１００

分の１７５を乗じて得た額に、基準日以前６箇

月以内の期間におけるその者の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年（２０２６年）４月１日

から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以下「改正

後の条例」という。）の規定は、令和７年（２０２５年）１２月１日から適用する。 

（内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の城陽市議会議員の議員報酬



３ 
 

及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の

内払とみなす。 



４ 

提案理由 

 

令和７年（２０２５年）の人事院勧告に鑑み、国家公務員及び近隣市

町の給与改定の動向を考慮し、議員の期末手当を改定したいので、地方 

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条第４項の規定に基づいて、  

本案を提案するものである。 

 

 

 

参照条文 

 

地方自治法（抜粋） 

〔議員報酬、費用弁償及び期末手当〕 

第２０３条     略  

②・③       略  

④  議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例

でこれを定めなければならない。  

 



５ 

 

参考資料 

 

城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例  

の一部改正条例要綱 

 

令和７年人事院勧告に係る改正 

期末手当の支給率の改正 

 

＜改正前＞ 

 ６月期  １２月期 年間合計 

議員  
172.5 

/100 

172.5 

/100 

345 

/100 

 

＜改正後＞ 

（令和７年１２月１日適用） 

 
６月期  １２月期 年間合計 

議員  
172.5 

/100 

177.5 

/100 

350 

/100 

 

（令和８年４月１日施行） 

 
６月期  １２月期 年間合計 

議員  
175 

/100 

175 

/100 

350 

/100 

 

 


